様式１

令和　年　月　　日

文部科学大臣　殿

○○大学　学長　○○　○○


連続課程特例認定大学の認定に係る申請書


連続課程特例認定大学としての認定を受けたいので、連続課程特例認定大学の認定等に関する規程（令和８年文部科学省告示第28号）第２条の規定に基づき、申請計画書及び連続課程特例認定大学の認定等に関する規程第１条各号（第４号及び第５号を除く。）に掲げる基準に適合することを証する書類を添えて申請します。



様式２

申請計画書

	申請目的
	




	効果的な連続課程の編成を行う学部及び研究科
	

	効果的な連続課程の編成において、特例として適用する修士課程等の標準修業年限又は在学 期間の短縮に係る規定
	

	効果的な連続課程の編成の内容
	



	効果的な連続課程の編成の実施が、学部における教育と大学院の研究科における教育の円滑な接続に資する根拠
	








	学生に対する教育上適切な配慮のための具体的な措置
	

	実施予定期間
	



	効果的な連続課程の編成の実施を通じて得られる教育効果の検証に係る計画
	


注）本申請計画書は４ページ以内を目安とし、必要な資料（例：詳細情報や工程表など。様式自由）は別途添付すること。


様式３－１


連続課程特例認定大学の認定等に関する規程第１条各号（第４号及び第５号を除く。）に掲げる基準に適合することを証する書類


１　教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制を十分整備していること並びに教育研究活動等の状況を積極的に公表していること。
	教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制を十分整備していること
	



（ホームページのURL） 
http://…

	教育研究活動等の状況を積極的に公表していること
	



（ホームページのURL） 
http://…



２　申請の日の直近の認証評価において適合認定を受けていること。
	（ホームページのURL） 
http://…




３　申請の日前五年以内において次のいずれにも該当しないこと。
	☐　申請の日前五年以内において次の①～③のいずれにも該当しない。
①　法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分、寄附行為又は定款に違反したこと。
②　財政状況が健全でなくなったこと。
③　上記のほか、教育条件又は管理運営が適正を欠くに至ったこと。




注）教学マネジメント指針に示された情報公表に係る事項の例
各授業科目における到達目標の達成状況／学位の取得状況／学生の成長実感・満足度／進路の決定状況等の卒業後の状況（進学率や就職率等）／修業年限期間内に卒業する学生の割合、留年率、中途退学率／学修時間／「卒業認定・学位授与の方針」に定められた特定の資質・能力の修得状況を直接的に評価することができる授業科目における到達目標の達成状況／卒業論文・卒業研究の水準／アセスメントテストの結果／語学力検定等の学外試験のスコア／資格取得や受賞、表彰歴等の状況／卒業生に対する評価／卒業生からの評価／入学者選抜の状況／教員一人あたりの学生数／学事暦の柔軟化の状況／履修単位の登録上限設定の状況／授業の方法や内容・授業計画（シラバスの内容）／早期卒業や大学院への飛び入学の状況／FD・SDの実施状況／GPAの活用状況／カリキュラムマップ、カリキュラムツリー等の活用状況／ナンバリングの実施状況／教員の業績評価の状況／教学IRの整備状況　等



様式３－２


大学院設置基準第42条第1項各号のいずれにも該当すること又は専門職大学院設置基準第45条第1項各号のいずれにも該当することを証する書類


１　他の大学の学部との間で行う連続課程の編成について、当該他の大学が次のいずれかに該当すること。
　次表右欄のうち該当するものについて左欄に☑を付し、必要書類を添付すること。
	☐
	①　認定を受けようとする大学院を置く大学の設置者（その設置する他の大学の学部と当該大学院の研究科との緊密な連携が確保されているものとして令和８年文部科学省告示第30号に適合するものに限る。）が設置するもの
※必要書類：認定を受けようとする大学院を置く大学、連続課程を編成しようとする他の大学、及び設置者の関係を示す書類（組織図等をホームページ上で公表している場合には、当該ホームページのURL等）

	☐
	②　大学等連携推進法人（認定を受けようとする大学院を置く大学の設置者が社員であり、かつ、学部との連続性に配慮した教育課程に係る業務を行うものに限る。）の社員が設置するもの
※必要書類：大学連携推進法人の認定に係る通知書

	☐
	③　認定を受けようとする専門職大学院を置く大学の設置者（その設置する他の大学の学部と当該専門職大学院の研究科との緊密な連携が確保されているものとして令和８年文部科学省告示第31号に適合するものに限る。）が設置するもの
※必要書類：認定を受けようとする大学院を置く大学、連続課程を編成しようとする他の大学、及び設置者の関係を示す書類（組織図等をホームページ上で公表している場合には、当該ホームページのURL等）

	☐
	④　大学等連携推進法人（認定を受けようとする専門職大学院を置く大学の設置者が社員であり、かつ、学部との連続性に配慮した教育課程に係る業務を行うものに限る。）の社員が設置するもの
※必要書類：大学連携推進法人の認定に係る通知書



２　認定を受けようとする大学院又は専門職大学院を置く大学が、次表中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ次表右欄に定める方針に沿って学部との連続性に配慮した教育課程を編成すること。
次表中欄のうち該当するものについて左欄に☑を付し、必要書類を添付すること。
	☐
	①　１①に該当する他の大学の学部との間で学部との連続性に配慮した教育課程を編成するもの
	令和８年文部科学省告示第30号の定めるところにより当該大学院を置く大学の設置者が策定する学部との連続性に配慮した教育課程の編成に係る方針
※必要書類：令和８年文部科学省告示第30号第２項に基づき文部科学大臣に届け出る同告示第１項第１号に規定する基本方針（ホームページ上で公表している場合には、当該ホームページのURL等）

	☐
	②　１②に該当する他の大学の学部との間で学部との連続性に配慮した教育課程を編成するもの
	１②の大学等連携推進法人が策定する連携推進方針（当該大学等連携推進法人の社員が設置する大学の間の教育研究活動等に関する連携を推進するための方針をいう。）
※必要書類：大学等連携推進方針等、当該連携推進方針が示されているもの（ホームページ上で公表している場合には、当該ホームページのURL等）

	☐
	③　１③に該当する他の大学の学部との間で学部との連続性に配慮した教育課程を編成するもの
	令和８年文部科学省告示第31号の定めるところにより当該専門職大学院を置く大学の設置者が策定する学部との連続性に配慮した教育課程の編成に係る方針
※必要書類：令和８年文部科学省告示第31号第２項に基づき文部科学大臣に届け出る同告示第１項第１号に規定する基本方針（ホームページ上で公表している場合には、当該ホームページのURL等）

	☐
	④　１④に該当する他の大学の学部との間で学部との連続性に配慮した教育課程を編成するもの
	１④の大学等連携推進法人が策定する連携推進方針（当該大学等連携推進法人の社員が設置する大学の間の教育研究活動等に関する連携を推進するための方針をいう。）
※必要書類：大学等連携推進方針等、当該連携推進方針が示されているもの（ホームページ上で公表している場合には、当該ホームページのURL等）



３　認定を受けようとする大学院又は専門職大学院を置く大学及び当該学部を置く他の大学が、学部との連続性に配慮した教育課程を編成し、及び実施するため、文部科学大臣が別に定める事項※についての協議の場を設けること。
　認定を受けようとする大学院に当たっては令和８年文部科学省告示第32号、認定を受けようとする専門職大学院に当たっては令和８年文部科学省告示第33号に規定する事項について協議の場を設けていることを示す書類を添付すること。



様式４

令和　年　月　　日

文部科学大臣　殿

○○大学　学長　○○　○○


連続課程特例認定大学の認定期間の延長に係る申請書


下記の理由により、連続課程特例認定大学の認定期間を、令和　年　月　　日まで延長したいので、このことについて認定いただきたく、連続課程特例認定大学の認定等に関する規程（令和８年文部科学省告示第28号）第３条第６項の規定に基づき申請します。

記

	認定期間の延長を申請する理由
	





以上



様式５

令和　年　月　　日

文部科学大臣　殿

○○大学　学長　○○　○○


連続課程特例認定大学の申請計画書の変更に係る申請書


下記のとおり、連続課程特例認定大学の申請計画書を変更したいので、このことについて認定いただきたく、連続課程特例認定大学の認定等に関する規程（令和８年文部科学省告示第28号）第５条第１項の規定に基づき申請します。

記

	変更箇所
	該当するものに☑を付すこと。
☐　効果的な連続課程の編成を行う学部及び研究科
☐　効果的な連続課程の編成において、特例として適用する修士課程等の標準修業年限又は在学 期間の短縮に係る規定
☐　実施予定期間

	変更内容
（新旧対照表）
	変更後
	変更前

	
	


	



	変更理由
	




※変更箇所が複数ある場合、上の表を変更箇所の数に応じて複製し、必要事項を記載すること。

以上


様式６

令和　年　月　　日

文部科学大臣　殿

○○大学　学長　○○　○○


連続課程特例認定大学の申請計画書に係る変更届


連続課程特例認定大学の認定等に関する規程（令和８年文部科学省告示第28号）第５条第２項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。

記

	変更箇所
	該当する項目に☑を付すこと。
☐　申請目的
☐　効果的な連続課程の編成の内容
☐　効果的な連続課程の編成が、学部における教育と大学院の研究科における教育の円滑な接続に資する根拠
☐　学生に対する教育上適切な配慮のための具体的な措置
☐　効果的な連続課程の編成の実施を通じて得られる教育効果の検証に係る計画

	変更内容
（新旧対照表）
	変更後
	変更前

	
	


	



	変更理由
	



	変更年月日
	


※変更箇所が複数ある場合、上の表を変更箇所の数に応じて複製し、必要事項を記載すること。

以上

様式７

令和　年　月　　日

文部科学大臣　殿

○○大学　学長　○○　○○


連続課程特例認定大学の認定の取消に係る申請書


下記の理由により、連続課程特例認定大学の認定を取り消していただきたく、連続課程特例認定大学の認定等に関する規程（令和８年文部科学省告示第28号）第９条第１項の規定に基づき申請します。

記

	認定の取消を申請する理由
	





以上


2

